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（コード番号 3731 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 深野道照 

（TEL． 022－ 722－ 0333） 

 

第三者調査委員会による中間報告書の公表について 

 

 平成 23 年 10 月 4 日付｢過年度決算の訂正による各決算期への影響額について｣でお知らせしました

とおり、9 月 29 日付で第三者調査委員会より受領いたしました不適切な会計処理の全容判明に向けた

中間報告書の内容を別紙にて公表させていただきます。なお、公表に当たりましては、社外の取引先

や個人に対するプライバシー保護の観点から、社名及び氏名等を記号化するなどの配慮を行っており

ますが、その他については原文をほぼそのまま掲載させていただいております。なお、公表にあたり

ましては、本中間報告の原文にあります添付資料を省略しております。 

本中間報告は、過年度決算等の訂正に伴う影響範囲を最終報告に先駆けて株主や投資家を含むステ

ークホルダーの皆様にお知らせするため、主に数値面の確定を目的として調査を進めてまいりました

が、限られた時間の中での調査であったこともあり、問題に至った経緯（原因、関係者、目的等）等

については触れられず、主に数値の訂正に関連する事象が列記されております。また、記載内容の一

部に社内調査で把握した事実や見解と異なる点も存在しますが、これらの継続して実施している調査

結果もふまえることにより問題の背景、目的、原因、関係者等につきましては最終報告書の中で全容

が明らかにされるものと考えております。 

なお、当初は中間報告書の受領時期を 9 月上旬と予定しておりましたが、調査の過程で対象範囲が

想定よりも広がったために時期を延期し、9 月 29 日での受領となりました。そのため、まずは数値面

での影響度を 10 月４日付｢過年度決算の訂正による各決算期への影響額について｣において公表し、そ

の後、報告書に記載された内容と社内調査で把握した事実等との照合・精査確認を行い、出来る限り

正確と当社が認識する事実に基づく情報の開示を行う予定でありましたが、早期の適時開示の観点か

ら、本日、社外の関係者のプライバシーに配慮した上で、ほぼ原文の公表にいたっております。 

最後に今後の予定といたしまして、明日、平成 23 年 10 月期第 3 四半期報告書の提出及び平成 23

年 10 月期第 3 四半期決算短信の開示を行います。 

株主様、投資家様及び関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深く

お詫び申し上げます。 

 

以上 
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中 間 報 告 書 

 

 

 

株式会社京王ズホールディングス 取締役会 御中 

                             平成 23 年 9 月 29 日 

 

 

本書は、貴社取締役会からの委託に基づき、貴社における不適切な会計処理が本来ある

べき会計処理の数値に及ぼす影響について、これまで調査した結果を中間的に報告するも

のである。本年 8 月 9 日に当調査委員会が設置されて以来、不適切な会計処理の直接の原

因、社内態勢全般に関する原因の調査及び検討を行い、その根本的な問題点を明らかにす

るとともに、それらを踏まえた再発防止策も併せて検討してきているところであるが、そ

れらは、後日、当調査委員会から貴社取締役会に提言することとしている。 

 

 

                株式会社京王ズホールディングス第三者調査委員会 

           

               調査委員長： 弁護士   日 野 正 晴  ㊞ 

                       （日野正晴法律事務所） 

 

               調査委員： 弁護士    真 田  昌 行 ㊞ 

                       （三島法律事務所） 

 

               調査委員： 公認会計士 生天目 忠 繁   ㊞ 

                       （生天目公認会計士事務所） 

 

 

 

  

本書は、上記の目的に則して貴社においてのみ使用されるものとし、弁護士、公認会計

士、税理士等法律上の守秘義務を負っている者、官公署、裁判所等の公的機関、証券取引

所等の監督機関に申立、報告、届出、申請等をする場合を除き、第三者に対して開示しな

いものとする。 

（別紙）
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第一部  調査の概要 

      

１ 第三者調査委員会設置に至る経緯 

  株式会社京王ズホールディングスにおいては、過年度において佐々木代表取締役社長

に対する簿外の支出など、不正な資金の社外流出（以下「本件不正行為等」という。）が

あったことが発覚した。 

  本件不正行為等は、当社の取締役、監査役が関与していたことから、当社は、その事

実関係及び原因については、当社から独立した第三者の立場から調査を行う必要がある

と判断し、弁護士及び公認会計士から構成される当委員会を設置するに至ったものであ

る。 

 

２ 組織 

  当委員会は、当社取締役会の機関決定を受けその委託のもとに、独立して活動を行う

組織として設置されたものである。 

 

３ 設置の目的 

  当委員会は、本件不正行為等について、原因の究明にとどまらず、社内体制全般に関

する調査及び検討を行い、その根本的な問題点及び責任の所在を明らかにするとともに、

それらを踏まえた再発防止策を当社取締役会に提言することを目的とする。 

 

４ 構成 

  当委員会は、以下の 3 名の委員により構成された。 

   委員長  日野 正晴（弁護士) 

   委員   真田 昌行（弁護士） 

   委員   生天目 忠繁（公認会計士） 

  各委員は当社と何らの利害関係も有しない。 

 

５ 調査期間 

 平成 23 年 8 月 9 日（火）～同年 9 月 29 日（木） 

  

６ 調査方法 

  当委員会は、上記の目的を果たすため、主として、当社代表取締役佐々木英輔（以下

「佐々木社長」という。）による本件不正行為等に関する内容を検証することを前提とし

て、本件不正行為等に関する社内書類、証憑、銀行預金口座等の精査を行うとともに、

当委員会が必要と判断した当社役職員及び社外関係者合計 4 名からヒアリングを実施し

た。また、本件調査が開始された後に当社から依頼を受けた弁護士及び公認会計士から
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当社側の見解等の説明も受けた。 

さらに、平成 19 年 10 月期有価証券報告書以降監査証明を行っている清和監査法人の

公認会計士からも適宜ヒアリングを実施した。 

上記の証憑等の中には、当社と佐々木社長との資金移動等を記録していた渡辺悦子監

査役（以下、「渡辺監査役」という。）のファイルがあり、このファイルを、以下、「渡辺

メモ」と称する。 

また、調査にあたっては、弁護士上林佑、弁護士佐藤康浩、公認会計士須藤裕州及び

公認会計士佐藤茂の補助を随時受けた。 

なお、当委員会には強制的な調査権限はなく、任意かつ限定的な時間の範囲内で調査

を実施したものであるため、調査の内容については一定の限界があることを申し添える。    
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第二部 本件不正行為等に関する事実              

 

第１ 概要          

１ 京王ズグループの概要 

⑴ ㈱京王ズホールディングス（以下、「当社」という。） 

昭和 62 年 6 月に設立された株式会社であり、平成 16 年 1 月に東京証券取引所マザ

ーズに上場した。 

資本金は 11 億 9908 万円で、以下の株式会社を連結子会社としている持株会社であ

る。 

役員構成は、代表取締役として佐々木英輔、取締役として深野道照、佐々木敬及び

小山正人、監査役として渡辺悦子（常勤）、小西行男（社外・非常勤）及び栗野隆徳（社

外・非常勤）となっている。 

また、大株主としては、佐々木社長 8,505 株（15.15％）、㈱光通信 8,380 株（14.93％）、

㈱Ｅ・Ｓワン 8,000株（14.25％）、㈱一や 1,246株（2.22％）、春日秀樹 1,070株（1.91％）、

イシイ㈱1,000 株（1.78％）、MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC989

株（1.76％）等となっている。 

⑵ 連結子会社 

① ㈱京王ズコミュニケーション（以下、「ＫＣ社」という。） 

当社の 100％子会社で、移動体通信事業を営む。資本金 2 億 9999 万 7500 円。旧

商号は「㈱ＩＪＴ」であるが、②の㈱ＩＪＴとは異なる。 

② ㈱ＩＪＴ 

    当社の 100％子会社で、テレマーケテイング（ＴＭ）事業を営む。資本金 6000 万

円。 

③ ㈱ノーブルコミュニケーション（以下、「ＮＣ社」という。） 

    当社が 60％の株式を保有する連結子会社で、ＴＭ事業を営む。資本金 9000 万円。 

④ ㈱ハーツライフサポート 

    当社の 100％子会社で、ＴＭ事業を営む。資本金 1000 万円。 

⑤ ㈱京王ズ Seed 

    当社の 100％子会社で、モバイル･ＰＣ向けソーシャルアプリ事業を営む。資本金

1000 万円。 

⑥ ㈱京王ズ FORCITE 

当社の 100％子会社で、通信回線サービス契約受付事業を営む。資本金 1000 万円。 

⑦ ㈱京王ズライフクオリテイ 

当社の 100％子会社で、介護事業を営む。資本金 1000 万円。 

⑧ ㈱遠雷(以下、「遠雷」という。) 
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    当社の 100％子会社で、不動産賃貸事業を営んでいたが、平成 22 年 10 月に当社

に吸収合併した。資本金は 9000 万円だった。 

  ⑨ ㈱レジャー・ワン（以下、「ＬＯ社」という） 

㈱Ｅ・Ｓワンが議決権の 100％を保有する株式会社であり、当社と資本関係はない

が、平成 22 年 10 月期から、当社が実質的に支配しているため連結子会社とされて

いる。資本金 100 万円。 

⑶ 社長個人の保有する会社 

① ㈱E・S ワン（以下、「ＥＳワン」という。） 

    佐々木社長が議決権の 100％を保有する株式会社であり、佐々木社長の個人資産を

管理する目的で設立された。資本金 1000 万円。 

② ㈱E・S ツー 

佐々木社長が議決権の 100％を保有する株式会社であり、平成 23 年 4 月、当社の

佐々木社長に対する 1 億 1 千万円の簿外貸付を解消する目的で設立された。資本金

1000 万円。 

③ ㈲京王ズファーム 

社長が議決権の 90％強の持分を保有する有限会社であり、平成 17 年 7 月、岩手

県における農場の経営等を目的として設立された。資本金 9000 万円。 

 

２ 本件不正行為等の概要 

当委員会が把握した本件不正行為の概要は、その目的別にみると以下のとおりである。 

⑴ 利益の過大計上等 

① 平成 19 年 10 月期、平成 20 年 4 月中間期及び平成 20 年 10 月期における当社連

結子会社であるＫＣ社の A 社に対するインセンティブ返金名目で行った売上高の架

空計上、並びに負債の計上漏れ  

② 平成 22 年 10 月期における B 社に対するロイヤリティ還元名目で行った売上の架

空計上 

③ 平成 19年 7月第 3四半期における C社に対する店舗の架空売却取引による固定資

産売却益の架空計上 

④ 平成 16 年 4 月中間期におけるビール会社からの協賛金名目及び飲食店の売上水増

しによる売上の架空計上 

⑤ 平成 19 年 10 月期における、D 氏に対する第 3 回新株予約権の第三者割当に関す

るアレンジフィーを、E 社に対するソフトウェア購入費用名目で計上したことによる

費用の過少計上 

⑥ 平成 15 年 10 月期における未払金（広告宣伝費等）の計上漏れによる費用の過小

計上 

⑦ 平成 17 年 10 月期における未払金（給料手当、広告宣伝費等）の架空計上による
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費用の過大計上 

⑵ 佐々木社長及び渡辺監査役等による長期かつ多数回にわたる当社または連結子会社

から佐々木社長またはその個人会社への資金流出 

⑶ ＬＯ社が当社の連結子会社となった平成 22 年 10 月期における、平成 20 年 4 月ＬＯ

社から佐々木社長に対する資金流出について、ＬＯ社の F 社に対する敷金勘定等とし

たまま連結貸借対照表に計上した件 

⑷ 上記⑵及び⑶の佐々木社長またはその個人会社に対して流出した資金に対する貸倒

引当金の未計上 

⑸ 上記⑵及び⑶の佐々木社長またはその個人会社に対して流出した資金に対する利息

の未徴収 

⑹ 平成 15 年 10 月期から平成 18 年 4 月半期までの間における G 社との借入金の簿外

取引等 

⑺ 申告及び納税の件 

 

第２ 各論 

１ 利益の過大計上等 

⑴ 平成 19 年 10 月期、平成 20 年 4 月中間期及び平成 20 年 10 月期におけるインセン

ティブ返金名目による売上高の過大計上及び負債の過小計上   

① 事実経過 

⒜ 平成 19 年 2 月 9 日、ＫC 社（当時の商号は㈱ＩＪＴ）と H 社との間に、ＫＣ

社を債務者とする金 8 億 2000 万円の準金銭消費貸借契約が締結された。 

⒝ 上記準金銭消費貸借契約で締結された借入金の返済原資は、ＫＣ社が 1 台販売

するごとに A 社から受領する「販売インセンティブ」をもってこれに充てること

となっていた。 

⒞ 平成 19 年 12 月 1 日、ＫＣ社と A 社は、上記⒝の「販売インセンティブ」に関

する合意とは別に「繁忙期獲得インセンティブに関する合意書」を締結したが、

同合意書には、①A 社はＫＣ社に対し平成 19 年 10 月 1 日から平成 20 年 3 月 31

日までの間の 2 万回線獲得の獲得インセンティブとして 1 億 8000 万円を支払う、

②KＣ社の平成 20 年 3 月 31 日までの獲得回線が 2 万回線を下回った場合にはＫ

Ｃ社はA社に対しすでに支払われた獲得インセンティブのうち半額9000万円を平

成 20 年 4 月 30 日までに返還する、と定められていた。 

⒟ ＫＣ社は、上記⒞の合意書締結に先立って、平成 19 年 10 月期に同合意書が締

結される見込みで、A 社に対するインセンティブを、売上 169,102,000 円、仮受

消費税 8,455,100 円として計上した。 

⒠ 平成 20 年 1 月 21 日、ＫＣ社は、上記⒞の合意に基づくインセンティブとして

A 社から 1 億 8000 万円を受領した。 
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⒡ そのため、ＫＣ社は、平成 20 年 1 月第 1 四半期において、売掛金 1 億 8000 万

円、前期損益修正 2,326,572 円、仮受消費税 116,328 円とした。 

⒢ しかるに、ＫＣ社は、平成 20 年 3 月 31 日までに 2 万回線を獲得することがで

きず、上記⒞の合意に基づき受領済のインセンティブ 1 億 8000 万円の半額 9000

万円の返金を求められたため、同年 5 月 1 日、A 社に対し 9000 万円を支払った。 

⒣ 当社は、この A 社に対する 9000 万円の支払いを上記⒜記載の準金銭消費貸借契

約に基づく債務（借入金）の返済と認識し、平成 20 年 4 月の第二４半期において

は、借入金返済の会計処理を行った。 

⒤ 一方、H 社は、A 社への上記支払いを上記⒜の準金銭消費貸借契約に基づく貸

付金の返済とは認識せず、貸付金残高をめぐって、当社と H 社との間に争いが生

じた。 

⒥ 平成 20 年 12 月 29 日、H 社は、ＫＣ社に対する債権総額約 5 億 8000 万円のう

ち約 5 億 5600 万円を A 社へ債権譲渡する旨の通知を行った。債務者であるＫC 社

は、この債権譲渡通知に対して、何らの異議をとどめず承諾し、同月 30 日、新た

に債権者となった A 社との間で準金銭消費貸借契約を締結した。 

② 当委員会の判断 

⒜ 上記①の経過、特にＫC 社が A 社との間において何ら異議を止めずに⒥の準金

銭消費貸借契約を締結している事実に照らせば、当社は、上記①⒢の 9000 万円の

支払いは、借入金の返済という認識は誤りで、正しくは、インセンティブの返金

であったことを認識していたことになる。 

⒝ また、当社は、上記①⒞の「繁忙期獲得インセンティブに関する合意書」が締

結される以前である平成 19 年 10 月期に、A 社に対するインセンティブ

169,102,000 円を売上高として計上しているが、上記合意書が締結される以前の時

点においてはいまだ上記インセンティブに関する請求権が確定しているとは言え

ないから、平成 19 年 10 月期に上記インセンティブを売上高として計上するのは

不適切である。 

⒞ さらに、上記①⒞の「繁忙期獲得インセンティブに関する合意書」によれば、1

億 8000 万円のインセンティブの入金の条件として、平成 19 年 10 月 1 日から平

成 20 年 3 月 31 日までの期間に 2 万回線獲得が必要であるが、 終的にこの条件

は達成されておらず、当然売上高の計上時である平成 20 年 1 月にも同様に未達成

であったのであるから、この時点でインセンティブの請求権が確定している額は

9000 万円のみであり、これを超える 9000 万円から消費税等相当額を差し引いた

85,714 千円は売上高として計上すべきではなかった。 

そのため、当社は、平成 21 年 10 月期決算整理で、特別損失として 9000 万円を

計上しているが、本来は、平成 20 年 1 月第１四半期に売上高計上を 85,714 千円

減ずべきであったものである。 
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⒟ よつて、平成 19 年 10 月期における 169,102 千円の売上高架空計上、平成 20

年 1 月第 1 四半期における 85,714 千円の売上高の過小計上、180,000 千円の消費

税等を控除した金額から 169,102 千円を控除した金額である 2,326 千円の過年度

損益修正益の過大計上及び 9000 万円の借入金の過小計上が認められる。 

 

⑵ 平成 22 年 10 月期における B 社に対するロイヤリティ還元名目で行った売上高の架

空計上 

  ① 事実経過 

 ⒜ 平成 16 年 7 月、当社と H 社は、合弁会社であるＮＣ社を当社 6：H 社 4（但し、

出資者は H 社の子会社である I 社）の出資割合で設立し、秋田県内においてテレ

マーケティング事業を行うこととした。 

⒝ B 社は、H 社の子会社であり、J 社の東北における統括代理店であり、ＮＣ社及

びＫＣ社（当時の商号は㈱ＩＪＴ）は B 社に対し、J 社の保険代理店を営むにつ

いてロイヤリティを支払っていた。 

⒞ その後、ＮＣ社による秋田県内での事業はうまくいかず、平成 21 年 5 月頃同社

を閉鎖し、仙台におけるＫＣ社の事業に統合した。 

⒟ 平成 21 年 10 月、当社は、H 社に対し、ＮＣ社の合弁事業解消を提案した。 

⒠ その後、当社とＨ社は、ＮＣ社合弁事業解消に関する清算方法について話し合

いを行ってきたが、平成 22 年 7 月、①当社は B 社に対しＮＣ社の営業権見合い金

として 1267 万円余及び秋田における保有契約分として 1724 万円余を支払う、②

B 社は、ＮＣ社及びＫＣ社から受領したロイヤリティの一部を返還する、というこ

とで概ね合意ができたが、B 社が返還するロイヤリティの金額につき、ＫＣ社分は

1733 万円余で概ね合意ができたものの、ＮＣ社分については合意ができず（返還

額について当社は 1998 万円余を主張したが、Ｈ社はその 6 割を主張した。）継続

協議となった。 

⒡ 平成 22 年 10 月、当社は、Ｈ社に対し、上記⒠に関する見解を書面にして提出

するよう求めたが、H 社から拒否された。 

⒢ しかるに、当社は、平成 22 年 10 月期において、B 社からのロイヤリティ返還

金としてＫＣ社分 17,335,500 円及びＮＣ社分 19,984,292 円、合計 37,319,792 円

から営業権見合い金 12,676,868 円を差し引いた 24,642,924 円から消費税等相当

額 1,777,133 円を差し引いた 22,865,791 円を売上高として計上し、合わせて、B

社に対する保有契約分 17,244,000 円を未払金（売上原価等）として計上した。 

⒣ 上記の売上高計上にあたり、当社は、監査法人に対し、B 社名の「株式譲渡経緯

確認書」と題する文書を偽造して提出した。 

 ② 当委員会の判断 

   上記①⒡の売上高 22,865,791 円の計上及び未払金（売上原価等）17,244,000 円の計
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上は、いずれもいまだ H 社と正式な合意がなされていないものであり、計上すべきで

はなかった。 

   従って、当社には、平成 22 年 10 月期において、売上高 22,865,791 円の過大計上及

び未払金（売上原価等）17,244,000 円の過大計上が認められる。 

 

⑶ 平成 19年 7月第 3四半期及における C社に対する店舗の架空売却取引による固定資

産売却益の架空計上 

① 事実経過 

⒜ 当社は、平成 19.年 3 月から、遠雷所有の不採算飲食店を売却処分するべく買い

手をさがしたが、思うように見つからなかった。 

⒝ 同年 7.月、当社は、そろそろ何らかの進捗実績が必要と考え、不採算店舗のう

ち 4 店舗を、新たに設立した C 社に対し売却処分したこととし、資産処分が進捗

しているように装うこととした。 

⒞ そこで、当社は、同年 7 月 30 日、遠雷の取締役会を開催し、C 社に対して飲食

店 4 店舗を合計 2 億 8700 万円で資産譲渡する旨の決議を行い、同月 31 日、C 社

との間におけるその旨の資産譲渡契約書を作成した。 

⒟ 当社は、上記資産譲渡契約に基づき平成 19 年 7 月第 3 四半期において未収入金

2 億 8700 万円、固定資産売却益 1 億 5919 万円、仮受消費税 795 万円、短期貸付

金 529 万円、長期貸付金 9931 万円、長期前払費用 1436 万円等を計上した。 

そして、同年 8 月 7 日、C 社名義で遠雷の口座に 18,476,724 円の振込入金を行

い、代金の一部の支払いを受けたかのように装った。渡辺メモによると同年 8 月 1

日に当社から佐々木社長に支出した 7000 万円（資金移動表に記載あり）のうちか

らその支払いが行われたように記載されている。 

⒠ 平成 19 年 9 月 1 日、当社は、C 社との上記資産譲渡契約をキャンセルしたこと

とした。 

⒡ 平成 19 年 10 月期において、当社は、C 社との資産譲渡契約に基づく固定資産

売却益を取消すとともに、C 社から受領した 18,476,724 円を未払い金とした。 

⒢ 平成 19 年 11 月 26 日、当社は、C 社に対し 18,476,724 円を返金したこととさ

れている（遠雷の口座から同額が出金されている）。 

  ② 当委員会の判断 

    上記①の事実経過に照らせば、C 社との間の上記 4 店舗の資産譲渡契約は架空の

ものであったと言わざるを得ず、平成 19 年 7 月第 3 四半期における未収入金 2 億

8700 万円、固定資産売却益 1 億 5919 万円、仮受消費税 795 万円、短期貸付金 529

万円、長期貸付金 9931 万円、長期前払費用 1436 万円等は計上すべきではなかった。 

従って、当社は、平成 19 年 7 月第 3 四半期において利益の架空計上が認められる。 

 



 10

⑷ 平成 16 年 4 月中間期におけるビール会社からの協賛金名目及び飲食店の売上高水増

しによる売上高の架空計上 

  ① 事実経過 

⒜ 当社は、平成 16 年 1 月に上場したが、飲食店部門の売上が不調であり、赤字で

あった。これを解消するため、当社は、飲食店部門において、架空の売上高を計

上することを目論んだ。 

   ⒝ 渡辺メモの中には、次のように記載されたページが存在する。 

「 20.2.11 作成 

16.4.30  Ｌビール    10,800,000 

Ｍビール     9,000,000 

Ｌビール     2,475,000 

Ｍビール     8,000,000 

5,250,000 

11,000,000 

八幡売上     2,625,000 

八幡売上     2,625,000 

桜ヶ丘      4,725,000 

桜ヶ丘      4,725,000 

石巻       6,750,000 

67,975,000    」 

渡辺監査役等から聴取したところによれば、上記メモの意味は、平成 16 年 10

月期に売上を過大に計上するため、平成 16 年 4 月 30 日にビール会社 2 社からの

協賛金名下に合計 3027 万 5 千円、同年 4 月に飲食店の売上金名下に合計 3770 万

円、総額 6797 万 5 千円を架空計上した旨を記載したとのことであった。 

⒞ なお、渡辺メモ中には、上記ページとは別に、平成 16 年 4 月にビール会社 2 社

からの協賛金名下に 3027 万 5 千円、平成 17 年 11 月未払い金戻し名下に 1100 万

円、平成 18 年 2 月から同年 4 月までの売上名下に 7420 万円を計上した旨記載さ

れたページが存在するが、同ページは、作成日付が記載されていないものの、架

空売上の計画を記載したもののように認められた。 

⒟ 上記⒝の渡辺メモの記載のうち、ビール会社 2 社からの協賛金名下に架空計上

した 3027 万 5 千円については、遠雷の b 銀行 b 支店の普通預金口座に、上記メモ

に記載されたとおりのビール会社から同メモに記載されたとおりの金額が振り込

まれていることが確認された（但し、Ｍビール名義の 800 万円については平成 16

年 4 月 26 日に振り込まれており、その余については同月 30 日に振り込まれてい

る。）。 

  また、それらの振込場所等を社内調査した結果、いずれも、a 銀行 i 支店のキャ
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ッシュコーナーからの振込であり、Ｍビール名義の 800 万円については平成 16 年

4 月 26 日 13 時 51 分に振り込まれているほかは、Ｌビール名義の 242 万 5 千円に

ついては同月 30 日 13 時 41 分、Ｍビール名義の 900 万円については同日 13 時 43

分、Ｌビール名義の 1080 万円については同日 13 時 52 分と短時間に連続して振り

込まれていることが確認された。 

  ⒠ また、当時遠雷で経営していた飲食店の帳簿や店舗ジャーナル等を調査したと

ころ、次の事実が判明した。 

ⓐ 即ち、平成 15 年 12 月 4 日にやき組中野栄店、やき組中江店、やき組古川南

店、やき組石巻店、やき組苦竹店、やき組遠見塚店、やき組長命ヶ丘店、やき

組郡山安積店、京の蛍南吉成店の 9 店舗において架空の売上 1100 万円を計上し

預金が入金されたかのように仕訳したものの実際は入金がないので架空の未払

金 1100 万円を借方にたてて預金を減じたが、平成 16 年 4 月第 2 四半期の預金

残高を増やすため、平成 16 年 4 月 26 日にその未払金が全額戻されたこととし

て遠雷の b 銀行 b 支店の普通預金口座に入金している（上記⒝の渡辺メモの

「11,000,000」という記載はこれに該当するものと認められる。）。 

ⓑ また、平成 15 年 12 月分のやき組中野栄店、やき組中江店、やき組古川南店、

やき組石巻店、やき組苦竹店、やき組遠見塚店、やき組長命ヶ丘店、やき組郡

山安積店、やき組八幡店の 9 店の架空売上高として、24,546,000 円を計上し、

平成 16 年 1 月 15 日、遠雷の b 銀行 b 支店の普通預金口座に入金している（こ

れについては渡辺メモに記載がない。）。 

ⓒ やき組八幡店の 2～3 月分の架空売上高として 525 万円を計上し、平成 16 年

4 月 26 日遠雷の b 銀行 b 支店の普通預金口座に入金している（上記⒝の渡辺メ

モの「5,250,000」という記載はこれに該当するものと認められる。）。 

ⓓ やき組八幡店、さくら桜ヶ丘店、さくら石巻店の平成 16 年 4 月分の架空売上

高として、やき組八幡店については上期及び下期各 2,625,000 円ずつ合計 525

万円、さくら桜ヶ丘店については上期及び下期各 4,725,000 円ずつ合計 945 万

円、さくら石巻店については合計 675 万円、総額 2145 万円を計上し、遠雷の b

銀行 b 支店の普通預金口座に入金している（上記⒝の渡辺メモの「八幡売上

2,625,000  八 幡 売 上 2,625,000  桜 ヶ 丘 4,725,000  桜 ヶ 丘     

4,725,000 石巻 6,750,000」という記載はこれに該当するものと認められる。）。 

ⓔ 上記ⓐないしⓓの架空売上の合計は 62,246,000 円である。 

  ⒡ 当社は、平成 16 年 1 月第 1 四半期に上記⒠ⓑの架空売上高 2454 万 6 千円を計

上し、また、平成 16 年 4 月第 2四半期に上記⒟のビール会社からの協賛金名下の

架空売上高 3027 万 5 千円及び上記①のⓐ、ⓒ、ⓓの架空売上高 3770 万円、合計

6797 万 5 千円を計上した。 

  ② 当委員会の判断 
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   ⒜ 上記①⒡の売上高合計 9252 万 1 千円はいずれも架空であるから、売上高として

は計上すべきではなかった。 

   ⒝ その修正仕訳であるが、当社側は、上記①⒠ⓑの 24,546,000 円については平成

16 年 1 月 14 日 G 社から借り入れた 3000 万円が、また、その余については同年 4

月 26 日に建設仮勘定（2 箇所の土地購入予約金）として支出した 8000 万円（但

し、その支出先との間の不動産売買予約証書等はいずれも当社が実在しない者の

印鑑を偽り作成したものである。）が、それぞれ原資であり、いずれも佐々木社長

に対する貸付金として取り扱われるものであるから、上記架空売上高は、佐々木

社長からの短期借入金として計上されるべきであると主張している。 

しかし、まず、上記架空売上高の原資が当社側主張のとおりだとする客観的証

拠は存在しないばかりか、上記建設仮勘定として支出した 8000 万円は、その後敷

金勘定に振り替えられた後、下記 2.⑴②⒝ⓑ㋐記載のとおり、平成 17 年 1 月 25

日と平成 18 年 4 月 20 日にそれぞれ 4000 万円ずつ佐々木社長によって返還され

ている。 

また、仮に、上記架空売上高の原資が当社側主張のとおりであるとしても、上

記架空売上高のために支出された金員は、売上高として支出されたものであり、

出捐者が返還請求権を留保しているとは認められないし、これまでも佐々木社長

をはじめ誰からも返還を求められたことはない。渡辺メモにも佐々木社長に返還

を予定するような記載はまったくないし、むしろ、佐々木社長と当社との資金の

やり取りから外れた取扱いがなされていると解される。 

   ⒞ 上記⒝からすれば、上記架空売上高の修正仕分は特別利益とすべきである。 

 

⑸ 平成 19 年 10 月期における、D 氏に対する第 3 回新株予約権の第三者割当に関する

アレンジフィーを、E 社に対するソフトウェア購入費用名目で計上したことによる費用

の過少計上 

① 事実経過 

⒜ 当社は、平成 19 年 3 月 13 日、ＩＳＧＲ3 号投資事業組合に新株予約権 80 個

（8,000 株）を付与していたが、その際のアレンジャーが D 氏であった。 

⒝ 当社は、平成 19 年 3 月から同年 7 月までの新株予約権行使に対し、D 氏からア

レンジフィー（手数料）を請求されたが、その請求金額は新株予約権行使価額の

約 10％の 3400 万円であった。 

⒞ 上記フィーの請求に対し、当社は、平成 19 年 7 月頃、D 氏に対し上記フィーを

支払う手段として、当社の連結子会社である㈱ＩＪＴ（現在のＫＣ社）が E 社と

動画配信サービスに関する業務契約を締結し、同契約に基づくソフトウェアの使

用等許諾の対価として E 社に対し 3400 万円（消費税込）を支払うこととした。 

⒟ 平成 19 年 8 月 13 日、㈱ＩＪＴは、E 社との間に動画配信サービスに関する業
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務契約書を作成し、同月 15 日、E 社に対しソフトウェアの使用等許諾の対価とし

て 3400 万円（消費税相当額込み）を支払ったが、実際は、E 社はトンネル会社に

過ぎず、3400 万円は支払われた同年 8 月 15 日に E 社から D 氏に全額振り込まれ

た。 

⒠ ㈱ＩＪＴは、上記の 3400 万円（消費税相当額込み）をソフトウェア勘定に資産

計上したが、E 社からソフトウェアの提供はなされず、平成 20 年 10 月期におい

て 32,380,952 円を減損損失として計上した。 

(f) なお、佐々木社長は、平成 19 年 12 月 24 日、D 氏に対し第三者割当増資の割当

先を紹介してくれた謝礼として4000万円を支払ったことが渡辺メモに記載されて

いる。 

② 当委員会の判断 

上記①の経過に照らせば、上記①⒠の 3400 万円は、実質的にはソフトウェア使用

等許諾の対価ではなく、D 氏に対するアレンジメントフィーである。 

したがって、平成 19 年 10 月期に資産に計上した 3400 万円のソフトウェア勘定

を支払手数料勘定に振り替えるべきものである。 

なお、㈱ＩＪＴは、平成 20 年 10 月期において、32,380,952 円の資産勘定を減損

処理しているが、これは反対仕訳によって、消滅させるべきこととなる。 

 ⑹ 平成 15 年 10 月期における未払金（広告宣伝費等）の計上漏れによる費用の過小計

上 

  ① 事実経過 

   ⒜ 当社は、平成 15 年 10 月期、未払金として 15,941,045 円（広告宣伝費 14,731,948

円、運賃 45 万円、仮払消費税 759,097 円）を計上すべきであったにもかかわらず、

経費を少なく装うためこれを計上しなかった。 

   ⒝ 当社は、平成 16 年 10 月期において、上記の費用を計上した。 

  ② 当委員会の判断 

    当社は、平成 15 年 10 月期において、未払金 1,591,045 円、広告宣伝費 14,731,948

円、運賃 45 万円、仮払消費税 759,097 円を計上すべきである。 

 ⑺ 平成 17 年 10 月期における未払金（給料手当、広告宣伝費等）の架空計上 

  ① 事実経過 

   ⒜ 当社は、平成 17 年 10 月期において、同期の利益を次期に繰り越すため、未払

金 12,503,904 円（広告宣伝費 300 万円、消耗品費 3,194,195 円、給料手当 600 万

円、仮払消費税 309,709 円）を計上する必要がなかったにもかかわらず、これを

計上し、いわゆる裏金とした。 

   ⒝ 当社は、平成 18 年 10 月期において、発生した費用 17,679,815 円（採用教育費

215,000 円、広告宣伝費 11,533,830 円、販売促進費 887,347 円、支払手数料 74

万円、消耗品費 3,461,743 円、仮払消費税 841,895 円）の支払いに平成 17 年 10
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月期に捻出した上記⒜の裏金 12,503,904 円を充て、不足分 5,175,911 円を他から

捻出した資金をあてた。 

  ② 当委員会の判断 

当社は、平成 17 年 10 月期における 12,503,904 円の未払金は架空であるから計上

すべきではなく、また、平成 18 年 10 月期において 17,679,815 円の費用及び

5,175,911 円の雑収入（特別利益）を修正すべきである。 

 

２ 佐々木社長及び渡辺監査役等による長期かつ多数回にわたる当社または連結子会社か

ら佐々木社長またはその個人会社への資金流出 

⑴ 事実経過 

① 平成 16 年 10 月期より前の佐々木社長に対する資金流出 

    当社は、株式上場をする以前から、佐々木社長名義の預金口座に、多数回にわた

り資金移動させていたが、その状況は次のとおりである。 

⒜ⓐ 渡辺メモによると、当社は、佐々木社長に対し、後記⒝の架空の敷金、建設

協力金を利用する手段による資金流出以外に、次のとおり、簿外で資金を流出

させていたことが記載されている。 

13.5.1・・・5000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.9.5・・・1100 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.9.18・・・1400 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.10.1・・・3000 万円（当社 b 銀行 b から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.10.24・・・3000 万円（当社 b 銀行 b から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.10.30・・・5000 万円（社長 a 銀行 a に入金） 

13.10.31・・・3300 万円（社長 a 銀行 a に入金「K 社」名義で振込） 

13.11.1・・・6000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.11.21・・・3000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.12.3・・・2000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

13.12.28・・・1000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.2.12・・・1500 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.2.26・・・2000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.3.7・・・500 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.5.14・・・200 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.5.23・・・3000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.7.1・・・350 円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.10.15・・・1000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

14.10.28・・・1 億 2000 万円（当社 b 銀行 b から出金、社長 a 銀行 a に入金

「N 氏」名義で振込） 
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合計       5 億 4350 万円 

ⓑ また、渡辺メモには記載がないが、当社から佐々木社長に対し次の資金流出

が認められる。 

      13.8.10・・・330 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

      15.1.21・・・1 億 2000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

      15.5.1・・・4000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

      15.5.14・・・6000 万円（当社 a 銀行 a から出金、社長 a 銀行 a に入金） 

       合計      2 億 2330 万円 

ⓒ そして、上記ⓐⓑの合計 7 億 6680 万円の資金流出は、上記にカッコ書きした

とおり、当社の a 銀行 a 支店または b 銀行 b 支店の預金口座から出金され（但

し、平成 13 年 10 月 30 日の 5000 万円及び同月 31 日の 3300 万円を除く。）、佐々

木社長の a 銀行 a 支店の預金口座に入金されていることが確認された。 

なお、渡辺監査役によれば、上記「K 社」「N 氏」の振込に関しては、すでに

契約書等は残っていないとのことであるが、同人らとの不動産賃貸借契約を仮

装しこれらの者の作成名義を偽った契約書等を偽造して、同人らに対する敷金

等の名目で出金していたとのことである。 

    ⓓ 他方、上記ⓐⓑの流出金については、当社預金口座及び佐々木社長預金口座

の履歴から、次のとおり佐々木社長から当社に対して返還されていることも確

認された。 

      13.6.4・・・1200 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

13.9.3・・・380 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

13.10.29・・・2500 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

13.10.29・・・110 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

13.10.29・・・5,201,658 円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

13.10.31・・・1 億円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

13.11.1・・・5000 万円（社長 c 銀行 c から出勤、当社 a 銀行 a へ 14.4.30 入

金） 

13.11.22・・・3300 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金「K

社」名義で振込） 

14.4.30・・・65,956,353 円（社長 c 銀行 c から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

14.10.28・・・3000 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

14.10.28・・・9000 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

14.10.29・・・26,043,647 円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

15.1.21・・・1 億 2000 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 d 銀行 d へ入金

「N 氏」名義で振込） 

15.2.21・・・5000 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 d 銀行 d へ入金） 
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15.4.30・・・2000 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 a 銀行 a へ入金） 

15.5.15・・・・3000 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 b 銀行 b へ入金） 

15.5.15・・・・3000 万円（社長 a 銀行 a から出金、当社 b 銀行 b へ入金） 

 合計      692,101,658 円 

    ⓔ 従って、架空の敷金、建設協力金を利用する手段以外の方法により当社から

佐々木社長に対し簿外で流出した資金の平成 15 年 10 月末日現在の残額は

74,698,342 円である。 

   ⒝ⓐ さらに、渡辺メモによれば、次のとおり、架空の飲食店の敷金、建設協力金

を利用する手段により、佐々木社長に対し、資金を流出させていたことが記載

されている。 

14.10.29・・・3000 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に

入金「O 氏」名義で振込） 

14.11.14・・・1000 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に

入金「P 氏」名義で振込） 

14.11.25・・・3500 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に

入金「P 氏」名義で振込） 

15.2.21・・・2500 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に

入金「Q 氏」名義で振込） 

15.2.27・・・3500 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に

入金「R 氏」名義で振込） 

15.3.24・・・1000 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に

入金「S 氏」名義で振込） 

15.4.9・・・2000 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に入

金「T 氏」名義で振込） 

15.4.9・・・1200 万円（当社 a 銀行 a 支店から出金、社長 a 銀行 a 支店に入

金「T 氏」名義で振込） 

15.4.30・・・2000 万円（社長 a 銀行 a 支店に入金「S 氏」名義で振込） 

合計     1 億 9700 万円 

上記流出金のうち、敷金名下は 3900 万円、建設協力金名下は 1 億 5800 万円

であった。 

ⓑ 上記流出金の振込者とされている「O 氏」「P 氏」「Q 氏」「R 氏」「S 氏」「T

氏」はいずれも実在しない人物であり、飲食店もすべて架空であり存在してい

ない。当社は、上記の流出金を捻出するため、上記 6 名の作成名義を偽った契

約書等を偽造して体裁を整えていた。 

    ⓒ その後、当社は、平成 18 年 10 月期において、上記「敷金」「建設協力金」合

計 1 億 9700 万円のうち、164M 円について貸倒引当金に計上したうえ、佐々木
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社長から、次のとおり、上記流出金の一部の返還を受けた。 

18.11.24・・・・1300 万円（上記「O 氏建設協力金」分） 

18.11.30・・・2000 万円（上記「P 氏建設協力金」分） 

ⓔ 従って、現在、架空の敷金、建設協力金を利用する手段により、当社から佐々

木社長に対し流出した資金の残額は 1 億 6400 万円である（渡辺監査役メモにも

その旨の記載がある。）。 

   ⒞ 上記のとおり、平成 16 年 10 月期より前に、当社から佐々木社長に対して不適

切な会計処理により流出した金員の平成 15 年 10 月末日現在の残額は、 

㋐ 架空の敷金、建設協力金を利用する手段以外の方法により流出した資金の

残金 74,698,342 円 

㋑ 架空の敷金、建設協力金を利用する手段により流出した資金 1 億 9700 万円

（なお、上記のとおり平成 18 年 11 月に内金 3300 万円については返還されてい

る。） 

以上合計 271,698,342 円である。 

  ② 平成 16 年 10 月期以降の佐々木社長に対する資金流出 

   ⒜ 平成 16 年 10 月期以降、当社またはその連結子会社が佐々木社長またはその個

人会社との間において行っていた資金移動は夥しい数に上るが、その方法には、

㋐仕訳をまったく行わず簿外で処理する方法、㋑架空の預金口座からの入出金等

として計上する方法、㋒架空の建設仮勘定を利用して計上する方法、㋓支払先を

記載しない架空の仮払金等を利用して計上する方法、㋔正規の貸付金として計上

する方法、が存在した。 

   ⒝ 上記㋔以外の不適切な資金移動のうち、架空の建設仮勘定を利用したものにつ

いては、次のとおりである。 

なお、架空の建設仮勘定を利用するにあたり、当社は、相手先である U 社等の

預り証等を偽造して監査法人に提出しているものが多数存在した。 

ⓐ㋐ 平成 15 年 11 月 4 日、当社は、V 社に対する工事前払金名下に 3000 万円を

当社 c 銀行 c 支店口座から出金したが、上記工事は架空であり、上記 3000 万

円は後述の G 社からの簿外借入金の返済に充てられた。 

 ㋑ 当社は、平成 16 年 1 月第 1 四半期において上記 3000 万円を建設仮勘定に

計上した。 

 ㋒ 当社は、平成 16年 10月期において、上記 3000万円を未収入金に振替えた。 

 ㋓ 平成 16 年 12 月 9 日、当社 b 銀行 b 支店口座に V 社名義で上記 3000 万円

の振込入金がなされたが、同振込は、実際は、佐々木社長が行ったものであ

る。 

ⓑ㋐ 平成 16 年 4 月 26 日及び同月 28 日、当社は、「W 氏」に対する秋田コール

センター土地購入予約金名下に 4000 万円及び「X 氏」に対する仙台市泉区飲
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食店舗土地購入予約金名下に 4000 万円、合計 8000 万円を出金したが、上記

各土地購入契約はいずれも架空であり（「W 氏」「X 氏」は実在しない人物で

ある。）、上記 8000 万円は佐々木社長口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 16 年 4 月第 2 四半期において、上記 8000 万円を建設仮勘定

に計上した（当初、敷金勘定で計上していたが建設仮勘定に振替えた。）。 

 ㋒ 平成 17 年 1 月 26 日、当社 a 銀行 a 支店の預金口座に「X 氏」名義で上記

8000 万円のうち 4000 万円が振込入金されたが、同振込は、実際は、佐々木

社長が行ったものである。 

 ㋓ 平成 18 年 4 月 20 日、当社 b 銀行 b 支店の預金口座に「W 氏」名義で上記

8000 万円の残金 4000 万円が振込入金されたが、同振込は、実際は、佐々木

社長が行ったものである。 

ⓒ㋐ 平成 17 年 1 月 28 日、当社は、U 社に対する工事前渡金名下に 3500 万円

を当社 c 銀行 c 支店口座から出金したが、上記工事は架空であり、上記 3500

万円は佐々木社長 a 銀行 a 支店口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 17 年 1 月第 1 四半期において、上記 3500 万円を建設仮勘定

に計上した。 

 ㋒ 平成 17 年 8 月 10 日、当社 b 銀行 b 支店口座に U 社名義で上記 3500 万円

の振込入金がなされたが、同振込は、実際は、佐々木社長が行ったものであ

る。 

ⓓ㋐ 平成 17 年 10 月 18 日、当社は、U 社に対する工事前渡金名下に 4970 万円

を当社 c 銀行 c 支店口座から出金したが、上記工事は架空であり、上記 4970

万円は佐々木社長 a 銀行 a 支店口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 17年 10月期において上記 4970万円を建設仮勘定に計上した。 

 ㋒ 平成 18 年 8 月 10 日、当社 b 銀行 b 支店口座に U 社名義で上記 4970 万円

の振込入金がなされたが、同振込は、実際は、佐々木社長が行ったものであ

る。 

ⓔ㋐ 平成 18 年 1 月 27 日、当社は、U 社に対するパワーモール改修工事一部代

金名下に 7350 万円を当社 c 銀行 c 支店口座から出金したが、上記工事は架空

であり、上記 7350 万円は佐々木社長 a 銀行 a 支店口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 18 年 1 月第 1 四半期において、上記 7350 万円を建設仮勘定

に計上した。 

 ㋒ 平成 17 年 8 月 10 日、当社 b 銀行 b 支店口座に U 社名義で上記 7350 万円

の振込入金がなされたが、同振込は、実際は、佐々木社長が行ったものであ

る。 

ⓕ㋐ 平成 18 年 7 月 20 日、当社は、U 社に対するパワーモール改修工事一部代

金名下に 7350 万円を当社 c 銀行 c 支店口座から出金したが、上記工事は架空
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であり、上記 7350 万円は佐々木社長 c 銀行 c 支店口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 18 年 7 月第 3 四半期において、上記 7350 万円を建設仮勘定

に計上した。 

 ㋒ 平成 19 年 3 月 30 日、当社 e 銀行 e 支店口座に U 社名義で上記 7350 万円

の振込入金がなされたが、同振込は、実際は、佐々木社長が行ったものであ

る。 

ⓖ㋐ 平成 18 年 7 月 28 日、当社は、ＥＳワンに対する工事費用等名下に 6500

万円を当社 b 銀行 b 支店口座から出金し、ＥＳワン d 銀行 d 支店口座に入金

したが、上記工事は架空であり、上記 6500 万円は同日佐々木社長 c 銀行 c 支

店口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 18 年 7 月第 3 四半期において、上記 6500 万円を建設仮勘定

に計上した。 

 ㋒ 平成 18 年 8 月 17 日、当社 f 銀行 f 支店口座にＥＳワン名義で上記 6500 万

円の振込入金がなされたが、同振込は、実際は、佐々木社長が行ったもので

ある。 

ⓗ㋐ 平成 19 年 1 月 29 日、当社は、U 社に対するパワーモール工事代金名下に

3200 万円を当社 e 銀行 e 支店口座から出金したが、上記工事は架空であり、

上記 3200 万円は佐々木社長 c 銀行 c 支店口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 19 年 1 月第 1 四半期において、上記 3200 万円を建設仮勘定

に計上した。 

 ㋒ 上記「パワーモール」は平成 19 年 4 月 1 日に遠雷に事業譲渡され、上記

3200 万円の建設仮勘定も遠雷に引き継がれた。 

㋓ その後、上記 3200 万円は、平成 20 年 4 月第 2 四半期において、建物勘定

及び構築物勘定に振替えられ、その後減価償却された（減価償却費 11,564,501

円）。 

ⓘ㋐ 平成 22 年 1 月 26 日、遠雷は、U 社に対するパワーモール工事代金仮払名

下に 2500 万円を遠雷 a 銀行 a 支店口座から出金したが、上記工事は架空であ

り、上記 2500 万円は佐々木社長 a 銀行 a 支店口座に入金された。 

 ㋑ 当社は、平成 22 年 1 月第 1 四半期において、上記 2500 万円を建設仮勘定

に計上した（当初、仮払金で計上していたが建設仮勘定に振替えた。）。 

⑵ 当委員会の判断 

① 上記⑴の不適切な会計処理により流出した資金については、流出した時期に遡り、

佐々木社長またはその個人会社に対する短期貸付金として計上されるべきである。 

② 上記⑴①⒝ⓑの 3200 万円については、平成 19 年 1 月第 1 四半期において、佐々

木社長に対する短期貸付金に修正仕訳されるべきであり、平成 19 年 4 月第 2 四半期

において譲り受けた遠雷において短期貸付金に修正されるべきであり、平成 20 年 4
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月第 2 四半期後の建物勘定及び構築物勘定、並びに減価償却費（合計 11,564,501 円）

は否定されるべきである。 

 

３ ＬＯ社が当社の連結子会社となった平成 22 年 10 月期における、平成 20 年 4 月ＬＯ

社から佐々木社長に対する資金流出について、ＬＯ社の F 社に対する敷金勘定等とした

まま連結貸借対照表に計上した件 

⑴ 事実経過 

① F 社に対する敷金勘定の件 

⒜ ＬＯ社は、平成 20 年 2 月 26 日、F 社との間において 3 号店の賃貸借契約を締

結し、敷金 1000 万円を支払った。 

⒝ 同年 4 月、佐々木社長は、友人で Y 社社長である Z 氏から 2000 万円の融通を

依頼されたことからその資金を捻出するため、同月 30 日、ＬＯ社が当社から 1995

万円を借り受けた。 

⒞ 上記同日、佐々木社長は、上記 2000 万円を確保しておくため、F 社との間の上

記⒜の賃貸借契約にもとづく敷金を 3000 万円と偽ることとし、F 社作成の敷金預

り証を偽造した。 

⒟ 同年 7 月、佐々木社長は、自分も 250 万円～750 万円の資金が必要となったこ

とから、Z 氏に対する貸付金を 1000 万円とすることとした。 

⒠ 同年 8 月 25 日、佐々木社長は、Z 氏に対し 1000 万円を貸し渡した。 

⒡ 同年 10 月 31 日、ＬO 社は、5 万円について仮払金から敷金への振替を実施し

た。 

⒢ 平成 22 年 10 月期から、ＬＯ社は、当社の連結子会社となったが、同期末の監

査の際、当社は、監査法人に対し、F 社との店舗賃貸借契約書が見当たらないと偽

り、その代替書類として上記⒞の偽造した敷金預り証を提示し、F 社に対して 3000

万円の敷金残高があるかのように装った。 

  ② U 社に対する工事代金（建設仮勘定）の件 

   ⒜ⓐ ＬＯ社は、平成 20 年 3 月 3１日、U 社に対する 2 号店の内装工事代金名下に

500 万円を出金した（遠雷が立替払いした。）が、同工事は架空であり、上記 500

万円は実際には佐々木社長に入金された。 

    ⓑ 上記 500 万円について、ＬＯ社は、平成 20 年 4 月第 2 四半期において、建設

仮勘定に計上した（遠雷は長期貸付金で計上した。）。 

    ⓒ その後、ＬＯ社は、平成 20 年 4 月第 2 四半期において上記 500 万円を建物付

属設備に振替え、減価償却後、平成 22 年 1 月第 1 四期において減損損失として

いる。 

   ⒝ⓐ ＬＯ社は、平成 20 年 4 月 28 日、U 社に対する 3 号店の原状回復工事代金名

下に 2000 万円を出金した（遠雷が立替払いした。）が、同工事は架空であり、
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上記 2000 万円は実際には佐々木社長に入金された。 

    ⓑ 上記 2000 万円について、ＬＯ社は、平成 20 年 4 月第 2 四半期において、建

設仮勘定に計上した（遠雷は長期貸付金で計上した。）。 

    ⓒ その後、ＬＯ社は、平成 20 年 4 月第 2 四半期において上記 2000 万円を建物

付属設備に振替え、減価償却後、平成 22 年 10 月期において減損損失としてい

る。 

   ⒞ⓐ ＬＯ社は、平成 20 年 8 月 11 日、U 社に対する 3 号店の内装工事代金名下に

1500 万円を出金したが、同工事は架空であり、上記 1500 万円は実際には佐々

木社長に入金された。 

    ⓑ 上記 1500 万円について、ＬＯ社は、平成 20 年 10 月期に建設仮勘定に計上し

た。 

    ⓒ その後、ＬＯ社は、平成 22 年 10 月期において、監査法人に指摘され、他の

仮払金で支出していた金員とともに上記1500万円を佐々木社長に対する短期貸

付金に振替えている。 

 ⑵ 当委員会の判断 

  ① 上記⑴①の F 社に対する敷金として計上していた 2000 万円については、平成 20

年 4 月第 2 四半期から佐々木社長に対する短期貸付金として計上すべきであったが、

ＬＯ社が当社の連結子会社となったのは平成 22 年 10 月期以降であるから、平成 22

年 10 月期、平成 23 年 1 月第 1 四半期、平成 23 年 4 月第 2 四半期において、敷金

勘定を佐々木社長に対する短期貸付金に修正すべきである。 

  ② 前記⑴②のＵ社に対する工事代金として計上した500万円及び2000万円について

は、平成20年4月第2四半期において佐々木社長に対する短期貸付金に修正仕訳し、

その後行った建物付属設備への振替、並びに減価償却費及び減損損失は否定される

べきである。 

    

４ 前記２及び３の佐々木社長またはその個人会社に対する資金流出に対する貸倒引当金

の未計上 

 ⑴ 前記２及び３のとおり、平成 13 年 5 月以降、当社または連結子会社から佐々木社長

またはその個人会社に対し不適切な会計処理により多額の資金が流出しており、それ

らは佐々木社長またはその個人会社に対する短期貸付金として修正仕訳されるべきで

あるが、その残金総額は、399,412,342 円である（なお、ＬＯ社からの流出金である内

金 79,182,000 円については、前記３⑴②⒞のとおり平成 22 年 10 月期に監査法人の指

摘により短期貸付金に振替えている。）。 

また、正規の会計処理により、当社またはその連結子会社が佐々木社長またはその

個人会社に対し貸し付けている残金総額は、238,211,627 円（うち佐々木社長に対する

分 9000 万円、㈲京王ズファームに対する分 38,211,627 円、㈱Ｅ・Ｓツーに対する分 1
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億 1000 万円）である。 

上記の短期貸付金については、適正に担保を算定し、不足分については各期ごとに

貸倒引当金が計上されるべきである。 

 ⑵ 上記の担保としては、ＥＳワンが所有する当社株式 8,000 株しか存在しないと認め

られるが、担保評価額としては市場価格の 60％とするのが相当である。 

 ⑶ また、ＬＯ社は平成 22 年 10 月期以降当社の連結子会社となったが、それ以前の決

算期における同社に対する貸付金については全額貸倒引当金を計上するのが相当であ

り、他方、同社の佐々木社長に対する貸付金についても全額貸倒引当金を計上するの

が相当である。それ以外の佐々木社長及びその個人会社に対する貸付金については、

貸付金額に応じて担保を按分し、不足分について貸倒引当金を計上するのが相当であ

る。 

 

５ 前記２及び３の佐々木社長またはその個人会社に対して流出した資金に対する利息の

未徴収 

 ⑴ 前記２及び３の佐々木社長またはその個人会社に対して不適切な会計処理により流

出した資金 399,412,342 円について、当社は、利息を徴収していないが、徴収すべき

である。 

 ⑵ 徴収されるべき利息は、各月の残高に対して計算されるべきであり、その利率は、

当社役職員等に対する貸付レートである年 2.5％が相当である。 

 

６ 平成 15 年 10 月期から平成 17 年第 3 四半期までの間における G 社との借入金の簿外

取引等 

 ⑴ 事実経過 

  ① 当社は、前記２⑴②⒜の㋐に記載した方法（仕訳をまったく行わず簿外で処理す

る方法）による佐々木社長に対する簿外での資金流出が表面化するのを防ぐため、

平成 15 年 10 月 30 日から平成 18 年 11 月 2 日まで、次のとおり G 社から借入れを

行い返済していた。 

また、その金利については、佐々木社長が負担していた。 

借入日 借入金額（万円） 返済期限 返済日（返済内金） 返済利息（円）

15.10.30 3,000 なし 15.11.4 140,547 

16.1.14 3,000 16.2.5 16.1.20（500 万円）、

16.1.29（2500 万円） 

339,656 

16.7.29 3,000 なし 16.8.2 117,123 

16.10.28 3,500 16.11.1 16.10.29 54,657 

17.4.27 12,000 なし 17.5.6 936,986 

18.7.28 10,000 なし 18.8.2 390,410 
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18.10.26 12,000 18.11.2 18.11.2 374,794 

  ② しかし、当社は、上記借入金及び支払利息について計上せず、簿外で処理してい

た。 

  ③ なお、上記①以降は佐々木社長の個人会社であるＥＳワンが G 社から金員を借入

れ、佐々木社長に対し資金融通していたが、ＥＳワンは平成 23 年 2 月 7 日 G 社か

らの借入金を全額返済し、以後同社に対する借入金はない。 

 ⑵ 当委員会の判断 

G 社に対する上記借入金及びその返済については、簿外処理ではなく、適切に計上

すべきである。 

従って、平成 15 年 10 月期、平成 16 年 1 月第１四半期、平成 16 年 7 月第 3 四半期、

平成 17 年 4 月第 2 四半期、平成 18 年 7 月第 3 四半期、平成 18 年 10 月期において G

社に対する短期借入金を計上すべきである。 

また、佐々木社長が支払った利息についても、簿外処理ではなく支払利息として計

上すべきであり、金利の社長負担による当社の経済的利益は特別利益として計上すべ

きである。 

 

７ 申告及び納税の件 

  当社は、上記のとおり適正に会計処理した後、法令に従った課税の申告及び納税を行

うべきである。 

 

  以上 

 

 




